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2011年3月6日 

東アジアにおける企業の社会的責任経営の実態 

江橋 崇 

 

第１ 2010年度について、私は以下のような研究計画をチームに提出している。 

 

科学研究費基盤研究（B）国連グローバル・コンパクトの課題 

2010年度研究計画 

通年テーマ：東アジアにおける企業の社会的責任経営の実態 

１ 日中韓のCSR 経営のグッド・プラクティス調査、とくにUNGC 加盟企業の例を中

心に。 

 

本年は、とくに、日中韓の企業がCSR経営を実行するうえで、ラーニングとステーク

ホルダー・ダイアログというUNGCの求める二大手法をどのように実現しているのかを

検証してみたい。 

 

２ 日中韓の企業のCSR報告書の比較調査及び評価。東アジア地域に共通する評価シス

テムの構築を視野に入れて。 

 

CSR報告書の比較調査及び評価については、すでに日中韓の各国で実践例が見られる

ところであり、ここでは、三国の各々においてすでに行われている評価の実例を調査し

て、客観的で公正な評価システムがどこまで実現しているのかを検討したい。そのうえ

で、日中韓三国に共通する評価システムのありうべき姿を構想したい。 

 

第２ 上記の課題は次のように実行した。 

 

１に関しては、日中韓三国研究者の研究課題において、日本側のステークホルダー・

ダイアログの部分を担当して、日本の先進企業6社を中心にして検討した。その結果は、

とりあえず『東アジアの CSR 国連グローバル・コンパクトの新たなチャレンジ』（法

政大学出版局、近刊）に掲載し、また、日中韓で共同出版する英文の報告書でも発表す

る。 

 

２に関しては、韓国ハンギョレ研究所と連携して、EAST ASIA 30の企業評価に加わる

ことで実行した。その結果は、2010年12月15日に韓国ソウル市で開催されたAsia Future 

Forum 2010の席上で発表し、概要を『東アジアのCSR 国連グローバル・コンパクトの

新たなチャレンジ』（法政大学出版局、近刊）に掲載した。 

 

第３ このほかに、最近まで研究している事項に、日本における社会的責任投資（SRI）

の現状と課題に関する研究がある。 
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SRI 発祥の地のアメリカでは、SRI は、①社会的スクリーニング（ネガティブ・スク

リーニング／ポジティブ・スクリーニング）、②株主行動、③コミュニティ投資、の 3

類型に分かたれる。日本では、アメリカの影響を受けて、一部の市民運動でネガティブ・

スクリーニングの提唱があったものの大規模なものには発展せず、株主行動も、マスメ

ディア等では好んで取り上げられたが企業経営を左右するほどには至らなかった。コミ

ュニティ投資は極めて不活発であった。 

そうした中で、1990年代には環境問題について関心が高まり、リサイクル、廃棄物処

理、省エネなどが企業経営の方針に取り入れられるようになるとともに、SRI が、環境

配慮のファンドという企画として登場するようになった。そして、2000 年代に入ると、

ヨーロッパから CSR の考え方が伝来し、SRI はそれと統合して、いわば CSR の完成形

態、出口とみなされるようになった。 

実際、1999 年の日興エコファンド（日興アセットマネジメント）、ブナの森（損保ジ

ャパン）、エコ・ファンド（興銀第一ライフアセットマネジメント）などを手始めに環境

配慮型のSRIの信託プランが登場し、2000年のあすのはね（朝日ライフアセットマネジ

メント）、2003年のグッド・カンパニー（住信アセットマネジメント）、2004年のダイワ

SRI ファンド（大和証券）などから、社会貢献や経営体制も取り入れたファンドも登場

するようになった。また、国外の企業も対象とした国際型のSRIファンドも、2000年の

グローブA、グローブB（日興アセットマネジメント）を嚆矢として設定されるように

なり、2003年には年金向けのファンドも設定されるようになった。ただ、日本では、SRI

の市場は小さく、これらのSRIファンドは伸び悩んでいた。 

 なお、こういうファンドが成立するには、投資先銘柄の設定が必要であり、それのた

めに、企業の調査を行うSRI調査機関が必要になる。そういう機関としては、グッドバ

ンカー、インテグレックス、パブリック・リソース・センター、日本総研などが登場し

た。これらの調査機関は各々が独自の情報を得て、独自の基準で評価しているが、その

プロセスは判然としないものが少なくなく、そこで、SRI 調査における透明性の確保、

情報公開という課題が登場することになる。 

 株主行動に関しては、日本では、株主提案権のハードルが高いこともあってあまり活

発でなく、原発反対運動などの市民運動が一般株主として活用する程度であった。機関

投資家については、たしかに株主提案権を確保していてそれを行使することもあったが、

あくまでも株主の利益のための提案権の行使に限定されていて、特定の社会的、政治的

問題を解決する手段としての行使にはネガティブであった。 

 ここにみるように、SRI が普及しない要因の一つは、受託者責任論にある。会社の経

営者は、受託者として、株主に最大の利益が還元できるように企業を経営する責任があ

り、社会的、政治的問題を解決するためにSRIを展開することは、企業の収益性を損な

うものであって受託者責任に反するというのである。同じく、機関投資家や年金運用者

も顧客の最小限の利益を確保することが求められているので、それを無視して企業に

SRIの実施を求めるのは同じく受託者責任に反するということになる。 

 こうした状況を根底から覆したのが2006年に国連グローバル・コンパクト（UNGC）
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と国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）が署名して成立した責任投資原則（PRI）

の発足である。この原則の確立のために、UNEP FIは前年の2005年にフレッシュフィー

ルズ、ブルックハウス、デリンガー鑑定書を公表し、その中で受託者責任論の緩和を提

要した。そして、PRI は、これに参加する金融機関、投資家に対して、受託者責任に反

しない限りにおいて環境、社会、ガバナンスへの配慮を求めた。ここに受託者責任論と

CSRの並存が可能になり、SRIの環境も整理されたこととなる。 

 PRIは、設立後、欧米の多くの金融機関、投資家が参加した。このことを通じて、ESG

配慮と受託者責任とは両立できるものであることが広く認められた意義は大きい。日本

からも大手金融機関など 16 の金融機関、年金基金などがこれに参加している（世界で

883社がこれに参加している）。 

 さらに、これとほぼ同じ時期に、マテリアリティという新たな考え方が注目されるよ

うになった。これは、企業のCSR活動が企業価値に与える実質的あるいは具体的な影響

の度合いを重視することであり、これを認識することで、CSRが企業経営に及ぼすイン

パクトが明らかになるし、企業価値の上昇を通じて社会に与えたインパクトも知ること

ができる。 

 次にSRIに大きく影響したのは、2008年秋のリーマン・ショックである。この事件を

契機に、世界的に見れば、それまでの金融経済におけるマネー資本主義が激しく批判さ

れ、ESG配慮がメイン・ストリームに近づいている。日本ではとくに環境に関する企業

の取り組みが強まり、それが広く情報公開されているし、また企業は積極的にそれを広

報活動で使ってもいるが、環境配慮型の個人向けの公募型SRI投資信託は資産残高を半

減させており、とくに人権や社会型のファンドの減少が著しい。そして、日本における

もう一つの徳凌は、地域密着型の金融の意義が見直されて、地方銀行や信用金庫による

融資、投資が奨励されるようになったことである。これまでの日本では、いわゆる市民

金融機関がごく少数存在していたが、厳しい法規制などもあって伸び悩んでいた。地域

金融が盛んになることは、意義深いものがあるといえる。 

 こうしたSRIを巡るこれまでの経験を調査しつつ、これからの研究では、日本におけ

る SRI の現状を、日本及び東アジアにおける CSR 型のファンドの消長、CSR 活動に向

けた株主行動、地域型金融（加えて、ソーシャル・ファイナンス）の三点で具体的に数

値を伴った現状の把握に努めたい。 
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